
町からのお知らせ
５月から住民健診がはじまります

問　保健子ども課　保健予防係　☎0968・86・5730

学校ボランティアを募集します
問　社会教育課　社会教育係　☎0968・34・3047

受診券の配付・健診の実施期間
　・２月に提出された住民健診申込書の内容で受診券を郵送します。
　・受診券が届いたら、早めに日程や内容の確認をお願いします。
　・健診の日程が近づいても、受診券がお手元に届かない場合は、お問い合わせください。

健診名 セット健診 選択健診 町立病院健診
医療機関健診

特定健診
後期健診

乳がん検診
子宮頸がん検診

受診券配付時期 ４月末 ４月末 ４月末～５月上旬 ５月中旬～下旬 ６月中旬～下旬

健診実施期間 ５月20日～24日 ５月17日～19日
５月25日～31日

【集団健診】
　特定：６月６日
　　　～６月９日
　後期：６月13日
　　　～６月15日
【個別健診】
　６月～９月

６月～９月 ７月～12月

その他
　・感染症対策へのご協力をお願いします。
　・�社会保険の被扶養者の特定健診受診について、加入されている医療保険者が発行する『特定健診受診券』
と『保険証』の持参で、選択健診および町立病院健診で受診できる場合があります。協会けんぽの被扶
養者に関しては、受診が可能です。なお、受診の際は、特定健診受診券の有効期限をご確認ください。

　和水町では、学校と地域が共に子どもたちの成長を支え、より良い教育の実現と元気な地域づくりを目指
して、地域学校協働活動を実施しています。
　その活動の担い手として協力していただける学校ボランティアを募集します。

募集内容　�学校ボランティア（登録制）……町内の小中学校における登下校の見守り、郷土学習指導、子ど
もたちの発表に耳を傾ける傾聴、花植え、清掃、挨拶運動、地域伝統芸能伝承、昔遊び伝承、部
活動指導、スポーツ活動支援、自然体験、農業体
験などの様々な活動に無償ボランティアとして協
力可能な人

募集期限　５月20日金　※その後も、随時受付可能です。
応 募 先　社会教育課（中央公民館または三加和公民館）
応募方法　�応募先に備え付けの専用の用紙に必要事項を記入

の上、ご応募ください。

町からのお知らせ
肥後民家村で梅ちぎりしませんか

問　商工観光課　商工係　☎0968・86・5725

　肥後民家村内には梅の木があります。毎年２月下旬から３月中旬まで花を咲かせ、私たちを楽しませてく
れています。また、５月下旬から６月中旬にかけて梅の実がなります。実った梅をいっしょにちぎり、加工
品をつくりましょう。みなさまの参加をお待ちしています。
　当日は、美味しい昼食を準備しています。
と き　６月11日土　午前９時～　※雨天決行
と こ ろ　肥後民家村ゲート前　※集合
加 工 品　梅シロップ、梅味噌
参加費等　一人当たり1,000円（材料代・昼食代）
　　　　　※ちぎった梅は、１袋500円で持ち帰り可。
準 備 物　軍手　※汚れてもいい服装でお越しください。
　　　　　　　　※雨天時は、合羽をご持参ください。
申込方法　�町ホームページ、もしくは商工観光課、農林振興課に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記載

の上、お申し込みください。申し込みはFAXでも可能です。（FAX：0968・86・4660）
申込期限　５月27日金　午後５時まで
募集人員　20人程度（※定員になり次第締め切ります。）

令和４年度狩猟免許試験・更新のお知らせ
問　熊本県　環境生活部　自然保護課　野生鳥獣班　☎096・333・2275
熊本県県北広域本部　玉名地域振興局　林務課　☎0968・74・2138

免許試験の実施時期について
　令和４年６月から令和５年１月までに６回程度の狩猟免許試験の実施を予定しています。
免許更新の実施時期について
　令和４年６月から９月までに免許更新のための講習などの実施を予定しています。
　令和４年度の免許更新の対象者は、「有効期間が平成34年（または令和４年）９月14日まで」となってい
る狩猟免状を所持されている人になります。
☆�具体的な日程等は、５月上旬を目途に熊本県のホームページなどで周知されます。詳しくは、熊本県自然
保護課、または熊本県県北広域本部玉名地域振興局林務課にお問い合わせください。

繁殖期の野鳥保護及び指導取締強化月間について
問　農林振興課　林務係　　　　　　　　　　　　　☎0968・34・3111
熊本県県北広域本部　玉名地域振興局　林務課　☎0968・74・2138

　春は野鳥の繁忙期です。巣立ちしたヒナが地面に落ちているのを見かけた場合は、近くに姿が見えなくて
も親鳥が世話をしていますので拾わないようにしましょう。
　熊本県では、５月10日からの１か月間を指導取締強化月間と定め、違法捕獲などの防止に取り組んでいま
す。野生鳥獣または鳥類の卵は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、狩猟による
捕獲、許可を受けたもの以外は、原則としてその捕獲、殺傷または採取が禁止されています。町民の皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
　なお、野生鳥獣（メジロ、ホオジロなど）の愛がん飼養目的の捕獲は、鳥獣の乱獲を助長する恐れがある
ことから許可していません。
　詳しくは、和水町農林振興課、または熊本県県北広域本部玉名地域振興局林務課にお問い合わせください。
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